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(57)【要約】
【課題】ラックの固定に用いられる固定部材の選択肢を
広くできる二重床を提供すること。
【解決手段】床スラブと床パネルとの間に配置される複
数の支持脚と、複数の支持脚に支持され互いに平行に配
置される第１梁および第２梁と、第１梁および第２梁と
同じ向きに第１梁および第２梁にそれぞれ設けられる第
１レール及び第２レールと、第１レール及び第２レール
に両端部がスライド可能に固定されると共に互いに隙間
をあけて配置される一対の架台と、一対の架台の隙間に
配置されると共に一対の架台にスライド可能に固定され
、一対の架台よりも上方に上端部が突出する固定部材と
、を備えている。
【選択図】図１



(2) JP 2018-100511 A 2018.6.28

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床スラブの上方に床パネルが配置される二重床であって、
　前記床スラブと前記床パネルとの間に配置される複数の支持脚と、
　前記複数の支持脚に支持され互いに平行に配置される第１梁および第２梁と、
　前記第１梁および前記第２梁と同じ向きに前記第１梁および前記第２梁にそれぞれ設け
られる第１レール及び第２レールと、
　前記第１レール及び前記第２レールに両端部がスライド可能に固定されると共に互いに
隙間をあけて配置される一対の架台と、
　前記一対の架台の前記隙間に配置されると共に前記一対の架台にスライド可能に固定さ
れ、前記一対の架台よりも上方に上端部が突出する固定部材と、を備えていることを特徴
とする二重床。
【請求項２】
　前記架台は、機器が搭載されるラックが上面に載置される水平部と、
　前記水平部の長手方向に沿って前記水平部に連接される鉛直部と、を備え、
　前記一対の架台および前記固定部材は、前記一対の架台および前記固定部材を一組とし
て、複数組が配置されることを特徴とする請求項１記載の二重床。
【請求項３】
　前記第１梁および前記第２梁の上面は、前記第１レール及び前記第２レールがそれぞれ
配置される第１部と、
　前記架台の外側に位置し前記床パネルが配置される第２部と、を備えていることを特徴
とする請求項１又は２に記載の二重床。
【請求項４】
　前記架台の上面は、前記床パネルの上面と面一であることを特徴とする請求項３記載の
二重床。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は二重床に関し、特にラックの固定に用いられる固定部材の位置を可変にできる
二重床に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　複数の支持脚で床パネルを支持し、床スラブと床パネルとの間に配線や配管を施す二重
床が知られている（特許文献１）。特許文献１に開示される技術では、梁に両端部がスラ
イド可能に固定されるリップ溝形鋼に、ボルト（固定部材）の下端部がスライド可能に固
定される。固定部材は、電算機等の機器が搭載されるラックの固定に用いられる。ラック
の大きさや形状に応じ、リップ溝形鋼および固定部材をスライドさせて固定部材の位置を
可変にできる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－４２４１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら上記従来の技術では、固定部材の太さ（直径）はリップ溝形鋼の幅の制約
を受けるので、固定部材の選択肢が狭いという問題点がある。
【０００５】
　本発明は上述した問題点を解決するためになされたものであり、ラックの固定に用いら
れる固定部材の選択肢を広くできる二重床を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために本発明の二重床は、床スラブの上方に床パネルが配置される
ものであって、床スラブと床パネルとの間に配置される複数の支持脚と、複数の支持脚に
支持され互いに平行に配置される第１梁および第２梁と、第１梁および第２梁と同じ向き
に第１梁および第２梁にそれぞれ設けられる第１レール及び第２レールと、第１レール及
び第２レールに両端部がスライド可能に固定されると共に互いに隙間をあけて配置される
一対の架台と、一対の架台の隙間に配置されると共に一対の架台にスライド可能に固定さ
れ、一対の架台よりも上方に上端部が突出する固定部材と、を備えている。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１記載の二重床によれば、床スラブと床パネルとの間に複数の支持脚が配置され
、互いに平行に配置される第１梁および第２梁が、複数の支持脚に支持される。第１梁お
よび第２梁と同じ向きに、第１梁および第２梁に第１レール及び第２レールがそれぞれ設
けられる。一対の架台の両端部が、第１レール及び第２レールにスライド可能に固定され
る。一対の架台は互いに隙間をあけて配置される。固定部材は、一対の架台にスライド可
能に固定され、一対の架台よりも上方に上端部が突出するので、固定部材をラックの固定
に用いることができ、さらに固定部材の位置を可変にできる。固定部材は一対の架台の隙
間に配置され、架台は第１レール及び第２レールにスライド可能に固定されるので、固定
部材の太さや厚さに応じて隙間の大きさを適宜設定できる。よって、ラックの固定に用い
られる固定部材の選択肢を広くできる効果がある。
【０００８】
　請求項２記載の二重床によれば、機器が搭載されるラックが、架台の水平部の上面に載
置される。水平部の長手方向に沿って水平部の下部に鉛直部が連接されるので、架台の軽
量化を図りつつ架台の強度を確保できる。一対の架台および固定部材は、一対の架台およ
び固定部材を一組として複数組が配置されるので、請求項１の効果に加え、架台と架台と
の間にラックを架設できる効果がある。
【０００９】
　請求項３記載の二重床によれば、第１梁および第２梁の上面の第１部に第１レール及び
第２レールがそれぞれ配置され、架台の外側に位置する第２部に床パネルが配置される。
従って、請求項１又は２の効果に加え、第１梁および第２梁を用いて床パネルを支持でき
る効果がある。
【００１０】
　請求項４記載の二重床によれば、架台の上面は床パネルの上面と面一なので、請求項３
の効果に加え、架台と床パネルとに段差が生じないようにできる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１実施の形態における二重床の斜視図である。
【図２】二重床の平面図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線における二重床の断面図である。
【図４】図３のＩＶで示す部分を拡大した二重床の断面図である。
【図５】図２のＶ－Ｖ線における二重床の断面図である。
【図６】第２実施の形態における二重床の断面図である。
【図７】第３実施の形態における二重床の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の好ましい実施の形態について添付図面を参照して説明する。まず図１か
ら図５を参照して第１実施の形態について説明する。図１は第１実施の形態における二重
床１０の斜視図であり、図２は二重床１０の平面図である。図３は図２のＩＩＩ－ＩＩＩ
線における二重床１０の断面図である。二重床１０は、通信機器や電算機等の機器が搭載
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されるラック１８を支持するための構造物であり、多くの通信機器や電算機等が収容され
るデータセンター等に主に構築される。
【００１３】
　図１に示すように二重床１０は、複数の支持脚１１と、支持脚１１に支持される第１梁
１２及び第２梁１３と、第１梁１２及び第２梁１３にそれぞれ設けられる第１レール１５
及び第２レール１６と、第１レール１５及び第２レール１６にスライド可能に固定される
一対の架台１７と、を備えている。固定部材２１は、架台１７間の隙間２０（図２参照）
にスライド可能に固定される。本実施の形態では、架台１７間の隙間２０に固定部材２１
が２本ずつ配置されている。一対の架台１７及び固定部材２１は、それらを一組として複
数組（本実施の形態では６組）が配置されている。
【００１４】
　架台１７に載置されるラック１８は、固定部材２１（図２参照）を用いて架台１７に固
定されている。通路を形成する床パネル１９は第１梁１２又は第２梁１３に支持される。
本実施の形態では、第１梁１２と第２梁１３との間に、支持脚１１に支持された第３梁１
４が配置されている。第３梁１４は、第１梁１２及び第２梁１３と共に架台１７を支持す
る。架台１７の下面には、架台１７をスライドさせるときの第３梁１４との抵抗を低減す
るため、ライナ（図示せず）が取り付けられている。図２に示すように第１梁１２、第２
梁１３及び第３梁１４は、互いに間隔をあけて平行に配置されている。
【００１５】
　図３に示すように床スラブ２２の上方に、大梁２３と、大梁２３に架設される小梁２４
とが配置されている。大梁２３及び小梁２４はいずれもＨ形鋼により形成されている。大
梁２３は、床スラブ２２に配置された土台（図示せず）に支持される。支持脚１１は、ボ
ルト及びナットによって大梁２３及び小梁２４に固定されている。第１梁１２、第２梁１
３及び第３梁１４は、溝形鋼により形成されており、溝形鋼のフランジを下に向けて配置
されている。
【００１６】
　図４は図３のＩＶで示す部分を拡大した二重床１０の断面図である。なお、第１梁１２
及び第１レール１５は、図４に示す第２梁１３及び第２レール１６と同様に構成されてい
るので、第２梁１３及び第２レール１６について説明し、第１梁１２及び第１レール１５
の説明は省略する。
【００１７】
　図４に示すように第２梁１３は、支持脚１１の上部に結合する板状の受部３０に、皿ボ
ルト３１及びナット３２によって溝形鋼のウェブが固定される。第２梁１３の上面に、第
２レール１６が配置される第１部３３、床パネル１９の一部が配置される第２部３４、及
び、架台１７の一部が配置される第３部３５が、第２梁１３の短手方向（図４左右方向）
に並んでいる。第２部３４及び第３部３５は、第１部３３の短手方向の両側に位置する。
【００１８】
　第２レール１６はリップ溝形鋼からなり、長手方向（図４紙面垂直方向）を第２梁１３
の長手方向と一致させ、フランジを上に向けて第２梁１３に載置されている。第２レール
１６は、第２レール１６のウェブと第２梁１３のウェブとを貫通する皿ボルト及び皿ボル
トに締結するナット（いずれも図示せず）によって、第２梁１３の第１部３３に固定され
ている。
【００１９】
　第２梁１３の第２部３４は、ライナ３６を介して床パネル１９の第１端部を支持する。
床パネル１９は、アルミニウム合金製の鋳造品であり機械的強度が高いので、床パネル１
９の第２端部を支持する支持脚（図示せず）との間に架設される。第２梁１３の第３部３
５は、ライナ３７を介して架台１７の端を支持する。
【００２０】
　図５は図２のＶ－Ｖ線における二重床１０の断面図である。図５に示すように架台１７
は、ラック１８が載置される水平部３８と、水平部３８の長手方向に沿って水平部３８に



(5) JP 2018-100511 A 2018.6.28

10

20

30

40

50

連接され下方へ延びる鉛直部３９と、を備えている。本実施の形態では架台１７は角形鋼
管により形成されているので、一対の鉛直部３９が水平部３８の両側の縁に結合し、一対
の鉛直部３９の下縁同士を連結部４０が連結する。ライナ３７は、連結部４０の長手方向
の端部に固定されており、第２レール１６に沿って架台１７をスライドさせるときの第３
部３５（第２梁１３）との抵抗を低減する。
【００２１】
　図４に戻って説明する。架台１７は第２レール１６の上に端部４１が配置される。端部
４１は、水平部３８に連接される上面部４２と、鉛直部３９に連接される一対の側面部４
３と、一対の側面部４３の下縁に両側が接合され上面部４２に対向する底面部４４と、を
備えている。本実施の形態では、角形鋼管の端の一部を切り取ることにより、水平部３８
、鉛直部３９、連結部４０、上面部４２及び側面部４３が作られる。
【００２２】
　上面部４２は、水平部３８と共にラック１８が載置される部位である。上面部４２は、
皿ボルト４５の通る穴が、厚さ方向（図４上下方向）に貫通する。側面部４３は、鉛直方
向の荷重を受ける部位であり、架台１７の長手方向（図４左右方向）における長さが、第
２レール１６の短手方向の幅よりもわずかに長い。底面部４４は、第２レール１６のフラ
ンジの上端に下面の一部が当たる板状の部材であり、側面部４３の下縁に溶接されている
。底面部４４は、第２レール１６のフランジに加える荷重を分散させ、側面部４３及び第
２レール１６の座屈を防止する。底面部４４は、皿ボルト４５の通る穴が、厚さ方向（図
４上下方向）に貫通する。
【００２３】
　板部材４６は、第２レール１６のリップの下に配置される部材であり、皿ボルト４５の
通る穴が厚さ方向（図４上下方向）に貫通する。板部材４６は、下面にナット４７が接合
されている。ナット４７に皿ボルト４５を締結すると、第２レール１６のリップに板部材
４６が押し付けられて、端部４１が第２レール１６に固定される。皿ボルト４５を緩める
と、板部材４６及びナット４７が下降して板部材４６が第２レール１６のリップから離れ
るので、端部４１は第２レール１６をスライドできる。
【００２４】
　端部４１は第２レール１６の上に載せられるので、架台１７の上面１７ａの高さは、側
面部４３の高さに底面部４４の厚さを加えた寸法によって決められる。側面部４３及び底
面部４４の寸法は、床パネル１９の上面１９ａと架台１７の上面１７ａとが面一になるよ
うに設定される。その結果、架台１７と床パネル１９とに段差が生じないようにできるの
で、架台１７と床パネル１９との段差に人が躓かないようにできる。なお、第２梁１３の
第３部３５と架台１７との隙間は、ライナ３７の厚さによって調整できる。
【００２５】
　図５に示すように一対の架台１７は、架台１７間に、固定部材２１が配置される隙間２
０が形成されている。本実施の形態では、固定部材２１はボルト（軸状部材）からなる。
固定部材２１は、上端部および下端部が架台１７の上下にそれぞれ突出し、架台１７の下
面に配置される第１板５０、及び、架台１７の上面に配置される第２板５５を、ナット５
３，５４により結合する。第１板５０及び第２板５５は、固定部材２１の通る穴が、厚さ
方向（図５上下方向）に貫通する。
【００２６】
　第１板５０は、隙間２０を隔てて並ぶ一対の架台１７の連結部４０に跨る座部５１と、
一対の架台１７の外側の鉛直部３９に沿って座部５１の両端から上方へ突出する一対の突
部５２と、を備えている。鉛直部３９に沿って突部５２が突出するので、第１板５０を架
台１７の短手方向（図５左右方向）へずれ難くできる。また、第１板５０は、架台１７間
の隙間２０の大きさ（幅）を規制する。第２板５５は、架台１７に載置されたラック１８
を水平部３８との間に挟んで固定できる。ナット５３，５４を緩めることにより、架台１
７に沿って固定部材２１をスライドできる。
【００２７】
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　以上のように二重床１０は、架台１７の端部４１が第１レール１５及び第２レール１６
にスライド可能に固定されている。一対の架台１７の隙間２０に配置される固定部材２１
は、架台１７よりも上方に上端部が突出するので、架台１７に載置されたラック１８の固
定に固定部材２１を用いることができる。固定部材２１は一対の架台１７にスライド可能
に固定されるので、ラック１８の大きさや形状に応じて固定部材２１の位置を可変にでき
る。
【００２８】
　隙間２０の幅は、両端に突部５２が形成された第１板５０の座部５１の長さによって上
限値が定められるので、第１板５０の座部５１の長さを適宜設定することにより、隙間２
０の大きさを任意に設定できる。固定部材２１は隙間２０に挿入されるので、固定部材２
１の太さ（軸状部材の直径）を任意に設定できる。よって、ラック１８の固定に用いられ
る固定部材２１の選択肢を広くできる。また、第１板５０及び第２板５５によって、任意
の本数の固定部材２１を隙間２０に配置できる。
【００２９】
　ラック１８が上面１７ａに載置される架台１７は、水平部３８の長手方向に沿って水平
部３８に鉛直部３９が連接されるので、架台１７の軽量化を図りつつ架台１７の強度を確
保できる。一対の架台１７及び固定部材２１は、一対の架台１７及び固定部材２１を一組
として複数組（少なくとも２組）が配置されるので、架台１７と架台１７との間にラック
１８を架設できる。架台１７や床パネル１９と床スラブ２２との間に送風用ダクト（図示
せず）を這わせてラック１８のところまで延ばし、ラック１８に搭載された電算機等の機
器を冷却できる。
【００３０】
　第１梁１２及び第２梁１３の上面の第１部３３に第１レール１５及び第２レール１６が
それぞれ配置され、架台１７の外側に位置する第２部３４に床パネル１９が配置される。
ここで、第１梁１２及び第２梁１３に床パネル１９を支持する第２部３４を設けない場合
には、第１梁１２及び第２梁１３に加えて、床パネル１９を支持する支持脚１１を別に設
ける必要がある。しかし、第１梁１２及び第２梁１３の第２部３４によって床パネル１９
を支持するので、その分の支持脚１１を省略できる。よって、第１梁１２及び第２梁１３
の一部（第２部３４）で床パネル１９を支持しない場合に比べて、支持脚１１の本数を削
減できる。
【００３１】
　第１梁１２及び第２梁１３の第１部３３を挟んで第２部３４の反対側に第３部３５が設
けられており、鉛直部３９及び連結部４０の長手方向の端部は第３部３５に支持される。
その結果、鉛直部３９及び連結部４０の荷重を受ける第３部３５が設けられていない場合
に比べて、架台１７の耐荷重を向上できる。
【００３２】
　なお、架台１７間に架設されたラック１８とラック１８との間には、ラック１８に搭載
された機器のメンテナンス等のときに通路として用いられる床パネル（図示せず）が配置
される。床パネルは、架台１７と同様に、第１レール１５及び第２レール１６の上に両端
が載せられる。
【００３３】
　次に図６を参照して第２実施の形態について説明する。第１実施の形態では、角形鋼管
によって架台１７が形成される場合について説明した。これに対し第２実施の形態では、
溝形鋼によって架台６１が形成される二重床６０について説明する。なお、第１実施の形
態で説明した部分と同一の部分については、同一の符号を付して以下の説明を省略する。
図６は第２実施の形態における二重床６０の断面図である。
【００３４】
　図６に示すように二重床６０は、第１梁１２及び第２梁１３にそれぞれ設けられる第１
レール１５及び第２レール１６と、第１レール１５及び第２レール１６にスライド可能に
固定される一対の架台６１と、を備えている。架台６１は溝形鋼により形成されており、
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溝形鋼のフランジ（鉛直部６３）を下に向けて、第１レール１５と第２レール１６との間
に配置されている。架台６１は、ラック１８が載置される水平部６２と、水平部６２の長
手方向に沿って水平部６２に連接される一対の鉛直部６３と、を備えている。鉛直部６３
の長手方向の端部は、ライナ３７（図４参照）を介して第１梁１２及び第２梁１３に支持
される。
【００３５】
　一対の架台６１の間に配置される固定部材２１は、架台６１の下に配置される第１板７
０、及び、架台６１の上に配置される第２板５５を、ナット５３，５４により結合する。
第１板７０は、固定部材２１の通る穴が厚さ方向（図６上下方向）に貫通する。第１板７
０は、一対の架台６１の内側の鉛直部６３に跨る座部７１と、鉛直部６３に沿って座部７
１の両端から上方へ突出する一対の突部７２と、を備えている。鉛直部６３に沿って突部
７２が突出するので、第１板７０を架台６１の短手方向（図６左右方向）へずれ難くでき
る。
【００３６】
　二重床６０によれば、第１実施の形態における二重床１０と同様の作用効果を実現でき
る。溝形鋼を用いて架台６１を形成するので、角形鋼管を用いる場合に比べて、架台６１
を軽量化できる。また、第１板７０は、一対の架台６１の内側の鉛直部６３に座部７１が
跨るので、一対の架台６１の外側の鉛直部６３を座部が跨る場合に比べて、座部７１の長
さを短くできる。
【００３７】
　次に図７を参照して第３実施の形態について説明する。第２実施の形態では、溝形鋼に
よって架台６１が形成される場合について説明した。これに対し第３実施の形態では、山
形鋼によって架台８１が形成される二重床８０について説明する。なお、第１実施の形態
で説明した部分と同一の部分については、同一の符号を付して以下の説明を省略する。図
７は第３実施の形態における二重床８０の断面図である。
【００３８】
　図７に示すように二重床８０は、第１梁１２及び第２梁１３にそれぞれ設けられる第１
レール１５及び第２レール１６と、第１レール１５及び第２レール１６にスライド可能に
固定される一対の架台８１と、を備えている。架台８１は山形鋼により形成されており、
ラック１８が載置される水平部８２と、水平部８２の長手方向に沿って水平部８２に連接
される鉛直部８３と、を備えている。
【００３９】
　架台８１は、端部４１（図４参照）に設けられる底面部４４に側面部８４が溶接されて
いる。側面部８４は、上面部４２に溶接されている。架台８１は、鉛直部８３の長手方向
の端部が、ライナ３７（図４参照）を介して第１梁１２及び第２梁１３に支持される。
【００４０】
　二重床８０によれば、第１実施の形態における二重床１０と同様の作用効果を実現でき
る。山形鋼を用いて架台８１を形成するので、角形鋼管や溝形鋼を用いる場合に比べて、
架台８１を軽量化できる。
【００４１】
　以上、実施の形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら限定さ
れるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であること
は容易に推察できるものである。例えば、第１梁１２、第２梁１３、第１レール１５、第
２レール１６及び架台１７，６１，８１の形状や大きさ等は適宜設定できる。
【００４２】
　上記各実施の形態では、床スラブ２２に設けた大梁２３及び小梁２４に支持脚１１をボ
ルトによって固定する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。
大梁２３及び小梁２４を省略して、床スラブ２２に支持脚１１を固定し、その支持脚１１
に第１梁１２及び第２梁１３を支持させることは当然可能である。また、ボルトによって
支持脚１１を固定する代わりに、床スラブ２２や大梁２３及び小梁２４に支持脚１１を接
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着することは当然可能である。
【００４３】
　上記各実施の形態では、ボルト（軸状部材）によって固定部材２１を構成する場合につ
いて説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。板材やパイプによって固定部材
２１を形成することは当然可能である。また、板材に凹凸形状を付与して曲げ剛性を高め
たものを固定部材２１にすることは当然可能である。
【００４４】
　上記各実施の形態では、形鋼を使って第１梁１２、第２梁１３、第１レール１５、第２
レール１６及び架台１７，６１，８１を形成する場合について説明したが、必ずしもこれ
に限られるものではない。第１梁１２、第２梁１３、第１レール１５、第２レール１６及
び架台１７，６１，８１は、金属製の板材が溶接されたもの、合成樹脂の一体成形品など
を適宜採用できる。
【００４５】
　上記各実施の形態では、第１梁１２及び第２梁１３にそれぞれ第１レール１５及び第２
レール１６が取り付けられる場合について説明した。これにより、二重床１０，６０，８
０を構築する現場に、第１梁１２、第２梁１３、第１レール１５及び第２レール１６を構
成する資材を運び込み、現場で組み立てることができる。しかし、これに限られるもので
はない。第１梁１２及び第１レール１５、第２梁１３及び第２レール１６をそれぞれ一体
成形品とすることは当然可能である。
【００４６】
　上記各実施の形態では、第１梁１２と第２梁１３との間に第３梁１４を設ける場合につ
いて説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。架台１７，６１，８１の長さが
短い場合等に、第３梁１４を省略することは当然可能である。
【００４７】
　上記各実施の形態では、支持脚１１の上端に第１梁１２及び第２梁１３を配置し、その
第１梁１２及び第２梁１３に第１レール１５及び第２レール１６をそれぞれ設ける場合に
ついて説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。支持脚１１の高さの中間位置
に第１梁１２及び第２梁１３を支持する部材を設け、その部材に支持された第１梁１２及
び第２梁１３に第１レール１５及び第２レール１６をそれぞれ設けることは当然可能であ
る。架台１７，６１，８１は、第１レール１５及び第２レール１６に両端がスライド可能
に固定され、架台１７，６１，８１間に固定部材２１がスライド可能に配置される。この
場合、ラック１８は支持脚１１の上端の位置に支持される。ラック１８の位置まで延びる
固定部材２１を用いることにより、固定部材２１を使ってラック１８を固定できる。
【００４８】
　上記各実施の形態では、第２板５５（板ワッシャ）によって、架台１７，６１，８１と
の間にラック１８を挟んでラック１８を固定する場合について説明したが、必ずしもこれ
に限られるものではない。第２板５５に代えて、ラック１８固定用のブラケット（図示せ
ず）を固定部材２１に取り付け、そのブラケットとラック１８とを結合し、ブラケットを
介して固定部材２１にラック１８を固定することは当然可能である。
【符号の説明】
【００４９】
　１０，６０，８０　二重床
　１１　　支持脚
　１２　　第１梁
　１３　　第２梁
　１５　　第１レール
　１６　　第２レール
　１７，６１，８１　架台
　１７ａ　上面
　１８　　ラック
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　１９　　床パネル
　１９ａ　上面
　２０　　隙間
　２１　　固定部材
　２２　　床スラブ
　３３　　第１部
　３４　　第２部
　３８，６２，８２　水平部
　３９，６３，８３　鉛直部
　４１　　端部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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